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船舶事故調査報告書 

 

                               令和２年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月１１日 ２２時１０分ごろ 

発生場所 新潟県上越市直江津港西方沖 

 直江津港導流堤北灯台から真方位２６９°１.７海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°１１.３′ 東経１３８°１２.５′） 

事故の概要  遊漁船秀
しゅう

江
こう

丸は、西進中、また、プレジャーボートラグーンは、

漂泊中、両船が衝突した。  

 秀江丸は、右舷船首部外板に亀裂等を生じ、また、ラグーンは、右

舷船尾部舷側外板に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  令和元年６月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事

務所）を指名した。 

 なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 遊漁船 秀江丸、５トン未満 

   ２４４－１９６６１新潟、個人所有 

   ９.３０ｍ（Lr）×２.６０ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、２３５.００kＷ、昭和５７年６月 

Ｂ プレジャーボート ラグーン、５トン未満 

   ２３５－４０５４２新潟、個人所有 

   ９.０５ｍ（Lr）×２.９１ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関２基、３２３.６０kＷ（合計）、平成１１年８

月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成２７年６月１８日 

 免許証交付日 平成２８年３月１７日 

        （令和３年３月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５８歳 

   一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１９年５月２８日 

    免許証交付日 平成３０年３月８日 

           （令和５年３月７日まで有効） 
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 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部舷側外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約０.３ｍ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、令和元年５

月１１日１６時３０分ごろ上越市有間
あ り ま

川
がわ

漁港を出港し、同漁港北方沖

及び上越市関川河口北方沖において遊漁を行った後、２２時００分ご

ろ同漁港に向けて帰航を開始した。 

Ａ船は、船長Ａが、航行中の動力船であることを示す法定灯火のほ

か、前部甲板に設置された門型マストに２箇所及び後部甲板に１箇所

の計３箇所に作業灯兼通路灯（以下「本件作業灯」という。）（ＬＥＤ

８Ｗ）を、また、同マストの上に探照灯（ＬＥＤ５０Ｗ）をそれぞれ

点灯し、真方位約２６０度の針路、約９ノットの対地速力で手動操舵

により航行した。 

船長Ａは、最初の釣り場から関川河口北方沖の釣り場に向けて航行

していた際、刺し網漁で設置されたボンデンを視認していたので、ボ

ンデンを発見しやすいよう、探照灯で船首方を照射し、ボンデンの有

無を確認しながら航行を続けた。 

Ａ船は、船長Ａが、船首方２０～３０ｍ付近に黄色の船体を認め、

衝突の危険を感じ、主機のクラッチレバーを後進とするとともに、左

舵一杯としたものの、２２時１０分ごろ、右舷船首部とＢ船の右舷船

尾部とが衝突した。 

Ａ船は、船長Ａが、負傷者がいないことを確認した後、自力での航

行が可能であったので、Ｂ船と並走しながら有間川漁港に帰港した。 

船長Ａは、１２日に海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、家族１人（以下「同乗者Ｂ」と

いう。）を乗せ、釣りを行う目的で、１６時００分ごろ有間川漁港を

出港した。 

Ｂ船は、有間川漁港北方沖で釣りを行った後、釣り場を移動するこ

ととし、１７時４５分ごろ直江津港西方沖の釣り場に到着して主機の

クラッチレバーを中立とした後、船首を北北西方に向けて船首部から

錨を投下し、錨索を約５０ｍ伸出して釣りを開始した。 

船長Ｂは、２１時５０分ごろ釣りをやめて帰航することとし、釣り

道具等を片付けた後、航行中の動力船であることを示す法定灯火のほ

か、キャビンの外壁の全周にＬＥＤのチューブライトを点灯し、ウイ

ンドラスを操作して揚錨作業を行いながら周囲を確認していたとこ

ろ、右舷正横５００～６００ｍ付近からＢ船に接近してくるＡ船を認

めた。 

船長Ｂは、揚錨を終えた際、Ａ船が進路を変えずに右舷正横２５０～
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３００ｍ付近に接近しているのを認めたが、日没前にＢ船の東方で遊

漁を行っているＡ船を視認しており、２０時３０分ごろ船長Ａと携帯

電話で互いの釣果等を話していたので、Ｂ船の釣果を再度確認しよう

として接近していると思った。 

Ｂ船は、船長Ｂが、錨の固縛作業を終えた際、Ａ船の速力に変化が

なく、Ｂ船の右舷正横１００ｍ付近まで接近しているのを認めて衝突

の危険を感じ、操舵席に戻ってＢ船を前進させようとしたものの、間

に合わないと思い、同乗者Ｂと共に船首部に設置された手すりにつか

まって衝撃に備えていたところ、右舷船尾部にＡ船の右舷船首部が衝

突した。 

 Ｂ船は、自力での航行が可能であったので、Ａ船と並走しながら帰

港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、釣り客が前部甲板及び後部甲板に２人ずつお

り、船長Ａは、夜間、釣り客が釣り道具等の片付けを行うのに支障が

ないよう、ふだんから本件作業灯を点灯した状態で帰航していた。 

 船長Ａは、本事故当時、レーダーが故障していたので、目視のみで

見張りを行っていた。 

船長Ｂは、Ａ船が接近していることに気付いた後、余裕のある時機

に汽笛を吹鳴していれば、船長Ａ又はＡ船の釣り客がＢ船の存在に早

めに気付くことができたかもしれないと本事故後に思った。 

 船長Ａは、本事故時、操舵室内に居たので救命胴衣を着用しておら

ず、また、Ａ船の釣り客、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、全員が救命胴衣を

着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、直江津港西方沖を西進中、船長Ａが、レーダーが故障した

状況下、本件作業灯を点灯した状態で航行を続けたことから、Ｂ船の

灯火が本件作業灯の明かりにより見えにくくなり、前路で揚錨作業中

のＢ船に気付くのが遅れ、衝突の危険を感じて主機のクラッチレバー

を後進とするとともに、左舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

Ｂ船は、直江津港西方沖において揚錨作業中、船長Ｂが、東方から

接近するＡ船を認めた際、Ｂ船の釣果を再度確認しようとして接近し

ていると思い、揚錨作業を続けたことから、Ａ船の速力に変化がない

状態で接近していることに気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したものと考

えられる。 
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原因  本事故は、夜間、直江津港西方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ船が

揚錨作業中、船長Ａが、レーダーが故障した状況下、本件作業灯を点

灯した状態で航行を続け、また、船長Ｂが、東方から接近するＡ船を

認めた際、Ｂ船の釣果を再度確認しようとして接近していると思い、

揚錨作業を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 

 

 船長Ａは、本事故後、新たにレーダーを購入した。 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・レーダーが装備されている船舶は、レーダーを常時、正常に使用

できる状態にした上で有効に活用し、適切な見張りを行うこと。 

・小型船舶の船長は、夜間、航行する際、見張りの妨げとなる作業

灯などを消灯しておくこと。 

 ・漂泊している場合においても、適宜、目視による周囲の見張りを

適切に行うこと。また、自船に接近する他船に対しては、予断を

持たず、適切な時機に有効な音響による信号を使用して注意喚起

を行うとともに、船体を移動させるなどして早期に衝突を避ける

ための措置をとること。 

 ・事故が発生した際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（令和元年５月１１日 

 ２２時１０分ごろ発生） 

新潟県上越市 有間川漁港 

直江津港 

関川 

衝突状況 

Ａ船 

Ｂ船（揚錨作業中） 

付図１ 事故発生経過概略図 
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Ａ船 

直江津港導流堤北灯台 
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写真１ Ａ船 

写真２ Ｂ船 

本件作業灯 

探照灯 


